
 
衣浦港における台風襲来時の対策基準について 

 

【制定】 平成２５年３月３１日 

                  【改正】 平成３０年５月２２日 

                       令和３年１０月１日  

                       令和７年６月１２日  

                       

 衣浦港における台風襲来時の対策基準を以下のとおり定める。 

１ 勧告の区分等 

衣浦港において港長が発令する港則法第３９条第４項に基づく勧告の区分

は、以下のとおりとし、その措置すべき対策の基準は別表１にとする。 

（１）第一警戒体制（準備体制） 

（２）第二警戒体制（避難体制） 

 

２ 警戒体制の発令基準 

  警戒体制等の発令基準は、原則として、次のとおりとする。  

（１）第一警戒体制(準備体制) 

台風の進路等推定をした場合、強風域が衣浦港にかかるときに、その

６時間前に発令する。  

ただし、強風域が衣浦港にかかる時刻が夜間となる場合は、日没６時

間前とする。 

（２）第二警戒体制(避難体制) 

台風の進路等推定した場合、暴風域が衣浦港にかかる可能性があると

き、強風域がかかる３時間前に発令する。 

ただし、強風域が衣浦港にかかる時刻が夜間となる場合は、日没３時

間前とする。 

また、気象・海象に応じ、水先人の乗船を必要とする船舶に対して別

途発令する場合がある。 

 

３ 警戒体制の解除基準 

   警戒体制の解除基準は、次のとおりとする。 

（１）発令が第一警戒体制のみの場合 

       衣浦港が強風域に入らないことが確実となったとき、又は、衣浦港が

強風域から脱したときとする。 

（２）第二警戒体制が発令された場合 

       台風が通過し、原則として港内風速が１５m／s(１０分間平均)以下と

なったときとする。 



 

４ 警戒体制の発令及び解除時期の伝達方法等 

（１）警戒体制の発令及び解除の時期については、国際ＶＨＦによる放送周

知（なごやほあん）、第四管区海上保安本部の海の安全情報（インター

ネット）への掲載、巡視船等による港内周知の他、事務局（衣浦海上保

安署）からの衣浦港台風・地震津波対策等委員会連絡網による一斉ＦＡ

Ｘ等により伝達する。 

（２）衣浦港在泊船舶に対する情報提供系統は、別図１「台風・地震津波等

伝達系統図」のとおりとする。 

 

５ 対処要領 

警戒体制における基本的な対処要領は別表１に定めるほか、以下による

ものとする。 
（１） 避難勧告等により避泊する船舶は、港外の安全な海域に避泊するもの

とする。 
（２）（１）により錨泊する船舶は、振れ回りを考慮した安全な距離を確保

するとともに、VHF の聴取及び見張りの励行等厳重な警戒措置を行う

こと。 
         また、走錨防止のため、レーダー及びＡＩＳ等により自船位置の連続

監視を行うこと 
（３）運航要員不足や修理中の船舶にあっては、避難が可能であれば勧告に

従い避難するものとするが、困難又は不可能であれば、十分な増しもや

い等による確実な係留措置を行うこと。 
 

６ その他 

台風襲来時において衣浦港長が必要と認めるときは、港則法第３９条第

３項に基づく命令を発することがある。 



                                                      別 表１ 

 

勧告の区分と対策内容等 

勧告の区分 対 策 内 容 等 

第一警戒体制 

(準備体制) 

１ 在泊船（小型船及び汽艇等を除く）は、荒天準備となし、必要に

応じ直ちに運航できるよう準備すること。 

２ 筏は、貯木場へ早期収容する等流木対策の準備にかかること。 

３ 小型船及び汽艇等は、河川その他安全な場所に避難するための準

備を開始すること。 

４ 設備を備える全ての船舶は、次の事項を遵守すること。 
・国際ＶＨＦ１６チャンネルを常時聴取すること。 
・可能な場合には、AIS を送信状態とすること。 
・レーダー等により自船の錨泊位置を監視すること。 
・台風情報、気象海象状況に留意すること。 

第二警戒体制 

(避難体制) 

１ 総トン数１，０００トン以上の船舶は、速やかに港外に退避する

こと。 

２ 筏は、貯木場への収容を完了し厳重な警戒体制につくこと。 

３ 小型船及び汽艇等は、河川運河その他安全な場所に避難するか又

は陸揚げを行なうこと。 

４ 設備を備える全ての船舶は、次の事項を遵守すること。 
・国際ＶＨＦ１６チャンネルを常時聴取すること。 
・可能な場合には、AIS を送信状態とすること。 
・走錨防止のため、レーダー等により自船の位置を連続監視するこ

と。 
・機関はスタンバイ状態とし、直ちに運航できる体制を保持するこ

と。 
・最新の台風情報、気象海象状況及びその突然の変化にさらに注意

すること。 
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衣浦港における地震津波への対策基準について 
 

【制定】 平成２５年３月３１日 

【改正】 平成３０年５月２２日 

     令和３年１０月１日  

  令和７年６月１２日  

 
 衣浦港における地震津波への対策基準を以下のとおり定める。 

１ 勧告等の区分 

衣浦港において港長が発令する港則法第３９条第４項に基づく勧告の区分

は以下のとおりとする。 

 

（１）津波注意報、津波警報、大津波警報（以下、「津波警報等」とい

う。）が発表された場合（別表１のとおり） 

 第一警戒体制（準備体制） 

 第二警戒体制（避難体制） 

 航行自粛 

（２）南海トラフ地震臨時情報が発表された場合（別表３のとおり） 

     南海トラフ地震警戒強化 

なお、津波警報等又は南海トラフ地震臨時情報に関する情報を入手し

た関係団体等は、勧告の発令を待たずして、速やかに別表２又は別表３

による措置を講じること。 

また、勧告の解除については、津波警報等に関する情報が解除された

時点、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）から南海トラフ地震臨

時情報（巨大地震注意）に切り替わった時点を原則とし、別途伝達す

る。 

 

２ 津波警報等に関する情報解除時の対応 

係留施設の管理者にあっては、係留施設の安全を確認すること。なお、船

舶等の着岸係留に支障を認めた場合には、関係官公庁に連絡すること。 

 

３ 情報伝達 

港内在泊船舶等に対する情報の伝達は、別図１「台風・地震津波等伝達系

統図」のとおりとする。 

 

４ 退避海域等 

（１）退避海域 

  港内在泊船舶は、港外の水深が深く十分広い海域で航路筋から離れた



海域に退避すること（別図２：伊勢湾広域 船舶津波対応マップ 参

照）。 

（２）港外退避順序 

準備を完了した船舶からの退避を原則とするが、津波襲来までに時間

的余裕があり退避順序を整理する必要がある場合には、二次災害の危険

度等を考慮して、危険物を積載している船舶、運転の不自由な船舶、そ

の他の船舶（大型船から小型船）の順とする。 

（３）退避完了後の措置 

避泊船舶は、無線電話等により関係機関との通信連絡体制を確保する

こと。 

 

５ 緊急措置 

津波到達までに時間的余裕がなく港外退避措置が取れない場合は、岸壁係

留中の船舶にあっては、係留索の増し取りによる係留強化を行うなどの可能

な限りの保安対策を講じると共に、衣浦港長に対し係留施設名及び船名、船

種、総トン数並びに積荷の種類、概略数量を連絡すること。 

また、錨泊中の船舶は津波の来襲を受ける可能性がある場合には、走錨に

備え機関を始動しておくこと。 

 

６ 突発的な地震への自主的な対応 

  強い地震（震度５弱以上）及び長時間のゆっくりした揺れの地震を感じた

場合は、警戒体制の発令を待たずに、直ちに避難準備若しくは避難措置を講

ずること。 

連絡系統の輻輳及び途絶等により、警戒体制発令の伝達遅延及び伝達不能

が予想されるので、あらゆる情報入手手段の確保に努め、可能な限り正確な

情報を入手し、対策基準に対応した措置を自主的に講ずること。 

  

７ 避難要領の策定 

 （１）避難判断者の事前決定 

    津波警報等及び警戒体制の発令時、自社の上位判断者との連絡が取れ

ない場合を想定し、船長、荷役責任者、バース管理者等における荷役中

止、緊急離桟等の避難準備若しくは避難措置を講ずる現場での避難判断

者を、予め、定めておくこと。  

 （２）避難手順等の事前決定 

    津波警報等及び警戒体制の発令時、避難準備若しくは避難措置を講ず

る際、より迅速な対応が出来るよう、緊急離桟、係留強化、関係者の避

難等における具体的な判断基準、避難手順、避難場所等を、予め、定め

ておくこと。 



 （３）小型船の避難措置 

    津波到達までに時間的余裕がない場合、人命最優先の措置として、乗

船者は陸上施設等の高い場所への避難を優先すること。 

    ただし、津波警報等発令時、海上にある小型船については、人命最優

先を念頭に、避難場所を海上とするか陸上とするか判断すること。 

 

８ その他 

（１）地震・津波襲来に備え衣浦港長が必要と認めるときは、港則法第３９

条第３項に基づく命令を発することがある。 

 （２）「津波警報等」発表中に「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場

合は、別表１の勧告の区分と対策内容等が優先される。 

      また、「南海トラフ地震臨時情報」発表中に「津波警報等」が発表さ

れた場合は、別表１の勧告区分と対策内容等に切り替える。 

      なお、「津波警報等」による勧告が解除された際に「南海トラフ地震

臨時情報（巨大地震警戒）」が発表されている場合は、別表３の南海ト

ラフ地震警戒強化に切り替える。 



                                    

                                                 別 表１ 

 

津波注意報・津波警報・大津波警報（伊勢湾・三河湾）発表時における勧告の区分と対策内容等 

勧告の区分 
地震津波に 

関する情報 
対 策 内 容 等 

第一警戒体制 

（準備体制） 
津波注意報 

１ 在泊船は、荷役を中止し、港外退避の準備をすること。 

２ 工事作業船は、工事作業を中止し、港外へ退避又は流出の防止を図る

こと。 

３ 筏は、貯木場への収容準備又は流出防止の準備をすること。 

４ 設備を備える全ての船舶は、次の事項を遵守すること。 
・国際ＶＨＦ１６チャンネルを常時聴取すること。 
・可能な場合には、AIS を送信状態とすること。 
・レーダー等により自船の錨泊位置を監視すること。 
・関連情報及び気象海象状況に留意すること。 

第二警戒体制 

（避難体制） 

 
 

津 波 警 報 
大 津 波 警 報 

津波襲来まで

の時間的余裕

が あ る 場 合 

１ 在泊船は、荷役を中止し、港外へ退避すること。 

２ 工事作業船は、工事作業を中止し、港外へ退避又は

流出の防止を図ること。 

３ 筏は、貯木場へ収容すること。 

４ 設備を備える全ての船舶は、次の事項を遵守する

こと。 
・国際ＶＨＦ１６チャンネルを常時聴取すること。 
・可能な場合には、AIS を送信状態とすること。 
・レーダー等により自船の錨泊位置を監視するこ

と。 
・関連情報及び気象海象状況に留意すること。 

津波襲来まで

の時間的余裕

が な い 場 合 

１ 在泊船は、荷役を中止し、港外退避又は係留強化

等の措置を講じること。 

２ 工事作業船は、工事作業を中止し、港外退避、係

留強化、流出の防止等の措置を講じること。 

３ 筏は、流出の防止を図ること。 

４ 設備を備える全ての船舶は、次の事項を遵守する

こと。 
・国際ＶＨＦ１６チャンネルを常時聴取すること。 
・可能な場合には、AIS を送信状態とすること。 
・レーダー等により自船の錨泊位置を監視するこ

と。 
・関連情報及び気象海象状況に留意すること。 

航行自粛 

注意報・警報

解除後 
（上記勧告等

の解除後） 
※ 

 

船舶は港内において航行を自粛すること。 

 

※注意報・警報解除後、港内において船舶交通への危険の発生状況が把握できない場合であっ

て、周囲の状況等から危険の発生のおそれがある場合に、港内の状況を確認するまでの間、航

行自粛勧告を発出する。 



                                        別 表２ 

 

津波注意報・津波警報・大津波警報（伊勢湾・三河湾）に対する船舶等の対応表 

地震津波に

関する情報 

津波襲来

までの時

間的余裕

の有無 

船 舶 等 の 対 応  

港内在泊船 工事作業船 いかだ 

津波注意報 
 ・荷役中止 

・原則港外退避準備 

・工事作業中止 

・港外退避又は流出防止 

・貯木場へ収容又は流

出防止 

津 波 警 報 

大津波警報 

有 
・荷役中止 

・港外退避 

・工事作業中止 

・港外退避又は流出防止 
・貯木場へ収容 

無 

・荷役中止 

・港外退避 

・係留避泊 

・工事作業中止 

・港外退避、係留避泊 

又は流出防止 

・流出防止 

（注）係留避泊とは、「係留策の増し取り等の係留強化」「機関の併用等により係留状態のまま

津波に対抗すること」を含む 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別 表３ 

 

南海トラフ地震臨時情報発表時における勧告の区分と対策内容等 

勧告等の区分  
地震津波に 

関する情報 
対 策 内 容 等 

－ 
（情報伝達） 

※１ 

南海トラフ地震臨時情報
（調査中）が発表された
場合 

南海トラフ地震臨時情報に係る情報の入手に努めること。 
 

南海トラフ地震臨時情報
（調査終了）が発表され
た場合 

（南海トラフ地震臨時情報（調査終了）の情報伝達がなされる。） 
 

－ 
（注意喚起） 

※２ 

南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震注意）が発表
された場合 
 

 
１ 南海トラフ地震臨時情報に係る情報の入手に努めること。 
２ 連絡系統、避難方法、避難海域の確認を行うこと。 
 

南海トラフ地
震警戒強化 

 

南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震警戒）が発表
された場合 
 

 
１ 在泊船は、避難準備を行い、必要に応じて直ちに出港できるよ
うに準備すること。 

２ 南海トラフ地震情報に係る情報の入手に努めること。 
３ 避難に必要な支援体制を受けられない場合は、早期の港外避
難、港内避泊、係留強化又は陸上避難を考慮した自主的な避難行
動をとること。 

解除 

南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震警戒）から南
海トラフ地震臨時情報
（巨大地震注意）に切り
替わった場合 

 
巨大地震注意に切り替わった時点で警戒体制を解除とする。 
原則として発表から１週間が経過した時点で巨大地震注意に切

り替わる。 

※１ 南海トラフ地震臨時情報（調査中及び調査終了）が発表された場合、情報伝達を行う。 

※２ 注意喚起について、「政府としての特別な注意の呼びかけの終了」がなされた時点で終了とす

る。原則として１週間が経過した時点で「政府としての特別な注意の呼びかけの終了」がな

される。 
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各委員は、関係団体等への連絡手法を

確立し、警戒体制の発令等を迅速かつ確

実に伝達する。
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